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令和２年横審第４７号 

裁    決 

貨物船Ａ調査船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ｂ１ 

    職  名 Ｂ船長 

    海技免許 一級海技士（航海） 

  受  審  人  ｂ２ 

    職  名 Ｂ水先人 

    水先免許 東京湾水先区二級水先人 

  補  佐  人  １人 

 

 本件について，当海難審判所は，理事官米倉毅出席のうえ審理し，次

のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ｂ１の一級海技士の業務を１箇月停止する。 

 受審人ｂ２を戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和元年７月１７日１５時５７分僅か前 

 神奈川県横須賀港第３区 

２ 船舶の要目 
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  船 種 船 名 貨物船Ａ         調査船Ｂ 

  総 ト ン 数 １０,０５０トン     ３,９８７トン 

  全   長 １６０.０４メートル   １００.００メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関      ディーゼル機関 

   出   力 １２,６４０キロワット  ５,５８９キロワット 

３ 事実の経過 

 (1) Ａの構造及び設備等 

   Ａは，船首部に船橋を配した鋼製ロールオン・ロールオフ貨物船

で，船舶自動識別装置（以下「ＡＩＳ」という。）を設け，船首端

から４０メートル後方，左舷舷側から５メートル右方の船橋上部に

ＧＰＳアンテナが設置されていた。 

 (2) Ｂの構造及び設備等 

   Ｂは，船体中央やや前方に船橋を配し，バウスラスター及びスタ

ーンスラスターを有する鋼製海洋研究船で，船橋中央部に操舵スタ

ンド，同スタンドの左舷側にジョイスティック操船システム，電子

海図情報表示装置，レーダー２台，右舷側に機関コンソールがそれ

ぞれ装備されたほかＡＩＳを設け，船首端から４３メートル後方，

右舷舷側から６メートル左方の船橋上部にＧＰＳアンテナが設置さ

れていた。 

   操縦性能は，Ｂの操縦性能表によれば，最大許容舵角については，

１０ノット以上の速力では両舷３５度まで，１０ノット以下の速力

では両舷４５度まで使用可能で，停止時間及び距離については，港

内全速力前進からの停止までが載荷状態で 1分３１秒及び３１５メ

ートル，バラスト状態で１分２０秒及び２９６メートルであり，旋

回径については，載荷状態において，航海全速力前進で１６.０ノ

ットの速力の状態から右舵３５度をとったときの最大縦距が３４４
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メートル，最大横距が２９６メートルで，微速力前進で６.０ノッ

トの速力の状態から右舵４５度をとったときの最大縦距が２７０メ

ートル，最大横距が２１４メートルで，バラスト状態において，航

海全速力前進で１６.６ノットの速力の状態から右舵３５度をとっ

たときの最大縦距が３３２メートル，最大横距が２８３メートルで，

微速力前進で６.３ノットの速力の状態から右舵４５度をとったと

きの最大縦距が２６１メートル，最大横距が２０５メートルであっ

た。 

   機関については，主機が４機あり，２機ずつが減速機を介して可

変ピッチプロペラを駆動する４機２軸方式で，両推進軸には，海洋

調査時に使用する推進用電動機が装備され，主機のうち２号機及び

３号機に推進用発電機が連結され，推進用電動機に給電するときに

は，減速機のクラッチを離脱して，主機４機のうちの２機を推進用

発電機原動機として使用して推進用電動機で推進するシステムとな

っていた。 

   更に，バウスラスター及びスターンスラスターの電力についても

推進用発電機から給電されるため，出入港時などの両スラスターを

使用する場合には，減機と称する主機２機を推進用として，残り２

機を発電用としてそれぞれ用いる必要があり，この状態での港内速

力は，機関回転数を毎分１１３としてプロペラピッチを制御し，全

速力前進で１２.０ノット，半速力前進で９.０ノット，微速力前進

で６.０ノット，極微速力前進で３.０ノットとなっていた。 

 (3) ｂ１受審人の着岸操船計画 

   横須賀港第３区の追浜地区に所在する造船所（以下「造船所」と

いう。）の南側にある自動車会社所有の護岸（以下「東護岸」とい

う。）と，その南西側にある同自動車会社の私設岸壁（以下「私設
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岸壁」という。）との間の北西側約３００メートル奥に位置する海

洋研究開発機構の岸壁（以下「機構岸壁」という。）への着岸操船

計画については，水先人乗船後，両舷半速力前進（以下「両舷」を

省略する。）の９ノット（対地速力，以下同じ。）とし，私設岸壁

までの距離が１.２海里となる横須賀港東北防波堤東灯台（以下

「防波堤東灯台」という。）を右舷正横に見る地点で，微速力前進

として速力を６ノット以下に減じ，東護岸東端を右舷正横に見る右

転予定地点までの距離が２６０メートルとなる地点で，極微速前進

の３ノットないし４ノットとし，東護岸南西端を右舷正横に見る地

点で右転して機構岸壁に向かう計画をしていた。 

 (4) 本件発生に至る経緯 

   Ａは，船長ａほか１１人が乗り組み，船首５.５０メートル船尾

７.００メートルの喫水をもって，令和元年 7 月１７日１１時５０

分私設岸壁に，船首を１４５度（真方位，以下同じ。）に向けて出

船右舷着けで係留したのち，車両の荷役を行っていたところ，１５

時５７分僅か前防波堤東灯台から２６２度１.２海里の地点におい

て，船首が１４５度を向いたまま，その左舷船首部にＢの船首が前

方から４７度の角度で衝突した。 

   当時，天候は晴れで風力２の南東風が吹き，潮候は上げ潮の末期

で視界は良好であった。 

   また，Ｂは，ｂ１受審人ほか３５人が乗り組み，次航海準備の目

的で，船首５.９５メートル船尾５.８４メートルの喫水をもって，

同日１３時２３分京浜港東京第２区の岸壁を発し，機構岸壁に向か

った。 

   ｂ１受審人は，横須賀港入港にあたり，横須賀港が強制水先区で

あり，自身が水先免除の資格を受有していないことから，水先人を
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要請し，着岸まで水先人が操船する場合にはタグボートが必要であ

ると聞いたものの，前回及び前々回に入港したときと同様にタグボ

ートを使用しないこととし，着岸操船がジョイスティックによる操

船となるため，岸壁の直前で水先人と交替して自身が同操船を行う

つもりであった。 

   ｂ１受審人は，横須賀港に入港して機関を減機の状態に切り換え

たのち，１５時３５分防波堤東灯台から０４０.５度１,５４０メー

トルの地点で，ｂ２受審人を乗船させて打ち合わせを行い，着岸ま

で自ら操船することとし，次席一等航海士を船長の補佐に，三等航

海士を機関操作に，観測次長を操舵にそれぞれ就け，操舵室中央前

部に立った姿勢で，電子海図情報表示装置並びにノースアップ表示

で３海里レンジ及び１.５海里レンジとしたレーダー２台を使用し

て機構岸壁に向けて操船を開始した。 

   一方，ｂ２受審人は，前日の１６日にＢの水先についての引き受

け条件として，タグボートを使用しないで着岸するとの連絡を受け

ており，水先人が着岸操船する場合にはタグボートが必要となるも

のの，同船の水先経験者に水先内容を確認することなく，ｂ１受審

人が着岸まで操船するものと考え，操縦装置がジョイスティックで

あり，ｂ１受審人が入港経験のある機構岸壁に着岸するので，同受

審人に平素と同様の操船を行ってもらい，自身は見張りと助言に専

念する考えを説明し，ｂ１受審人の着岸操船計画の説明を受けない

まま，周囲の状況及び航海計器の状態を確認して水先業務に就いた。 

   ｂ１受審人は，１５時４４分防波堤東灯台の約２００メートル南

東方沖合に向け，機関を半速力前進として増速しながら南下したの

ち，１５時５０分防波堤東灯台から２２４.５度４４０メートルの

地点で，針路を右転予定地点に向く，２６９度に定め，８.２ノッ
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トの速力で，手動操舵によって進行した。 

   ｂ１受審人は，定針したときに着岸操船計画の６ノットよりも速

力が出ていたにもかかわらず，更に機関を全速力前進として増速し

ながら続航し，１５時５３分造船所の艤装岸壁が右舷正横となる防

波堤東灯台から２５５度１,２７０メートルの地点に達し，右転予

定地点まで７６０メートルとなったとき，速力が１１.２ノットと

なり，着岸操船計画より過大な速力であったが，自船の操縦性能及

びこれまでの他港での入港経験から，東護岸南西端を右舷正横に見

る右転予定地点まで接近したのち，機関とスラスターを併用すれば，

無難に回頭できるものと思い，速力の減速措置を十分にとらなかっ

た。 

   一方，ｂ２受審人は，陸岸の方位変化を見て，自身の想定より過

大な速力であることを認めたが，ｂ１受審人が入港経験のある機構

岸壁に着岸するので，平素と同様の操船を行っているものと思い，

減速措置を十分にとるよう進言するなど，ｂ１受審人に対して水先

人としての適切な助言を行わなかった。 

   ｂ１受審人は，１５時５４分半僅か前減速を開始し，１５時５５

分少し過ぎ防波堤東灯台から２６０度１.１海里の右転予定地点に

達して右転を開始し，１５時５５分半衝突の危険を感じて機関を全

速力後進としたものの，及ばず，Ｂは，船首が２７８度を向き，０.２

ノットの速力となったとき，前示のとおり衝突した。 

   衝突の結果，Ａは，左舷船首部外板及びフレームに曲損を，Ｂは，

船首部ハンドレール及び船首端デッキ等に曲損を生じたが，のちい

ずれも修理された。 

 

（原因及び受審人の行為） 
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本件衝突は，横須賀港第３区において，Ｂが機構岸壁の入口に向けて

航行する際，速力の減速措置が不十分で，着岸操船計画より過大な速力

のまま進行したことによって発生したものである。 

Ｂの運航が適切でなかったのは，強制水先区内で，自ら操船中の船長

が，速力の減速措置を十分にとらなかったことと，水先人が，船長に対

して水先人としての適切な助言を行わなかったことによるものである。 

ｂ１受審人は，横須賀港第３区において，機構岸壁の入口に向けて航

行する場合，着岸操船計画より過大な速力であったのだから，速やかに

減速するなど，速力の減速措置を十分にとるべき注意義務があった。し

かし，同人は，自船の操縦性能及びこれまでの他の港での入港経験から，

東護岸南西端を右舷正横に見る右転予定地点まで接近したのち，機関と

スラスターを併用すれば，無難に回頭できるとものと思い，速力の減速

措置を十分にとらなかった職務上の過失により，着岸操船計画より過大

な速力のまま進行してＡとの衝突を招き，Ａ，Ｂ両船にそれぞれ損傷を

生じさせるに至った。 

以上のｂ１受審人の行為に対しては，海難審判法第３条の規定により，

同法第４条第１項第２号を適用して同人の一級海技士（航海）の業務を

１箇月停止する。 

ｂ２受審人は，横須賀港第３区において，機構岸壁の入口に向けて航

行する場合，自身の想定していた速力より過大な速力であることを認め

たのだから，ｂ１受審人に対して水先人としての適切な助言を行うべき

注意義務があった。しかし，同人は，ｂ１受審人が入港経験のある機構

岸壁に着岸するので，平素と同様の操船であるものと思い，減速措置を

十分にとるよう進言するなど，同受審人に対して水先人としての適切な

助言を行わなかった職務上の過失により，着岸操船計画より過大な速力

のまま進行してＡとの衝突を招き，Ａ，Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じさ
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せるに至った。 

以上のｂ２受審人の行為に対しては，海難審判法第３条の規定により，

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年３月２３日 

     横浜地方海難審判所 

        審 判 長 審 判 官  岩  﨑  欣  吾 

 

             審 判 官  吉  川  弘  一 

 

             審 判 官  川  西  篤  史 


